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〒492-8123　稲沢市治郎丸白山町 35 番地 1 稲沢東老人福祉センター・東公民館内
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当センターが入る建物で4月から8月までの間、トイレ改修及び多目的トイレ新設の工事が行われま
す。
工事による騒音の発生やご利用者様の安全確保のため、4月のみ多目的ルーム1・2・3の利用を休止し
ます。
利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解くださいますようお願いします。なお、当セン
ターは通常どおり営業します。

4月は多目的ルーム1・2・3の利用はできません

個人ボランティアの登録者を募集しています。社会経験などで培ったスキルや
知識を地域のため（地域の困りごとの解決）に活かしてみませんか。登録手続きは
WEBサイト又は当センター窓口で承っております。

登録は
こちら
から

申込は
こちら
から

個人ボランティア登録者募集
今年1月から当センターを会場として使用済み切手やベルマークなどを整理する

活動を始めました！

令和6年の活動日は
5月27日（月）、7月29日（月）、9月30日（月）、11月25日（月）
※時間はいずれも9:30～11:30、13:30～16:00

活動時間内であれば出入り自由ですので、ご都合の良い時間に
活動ができます。

参加の申し込みは、当センターへ電話
又は申込フォームからお申し込みください。

センター活動報告
■使用済み切手などの整理ボランティア活動

センター登録者を対象に開催した講座は、「スマートフォンは
持っているが電話中心の利用に留まり、いろんな便利な機能があ
るのは知っていても、使い方がよく分からない。」そんな困りごと
にお応えするため開催しました。
講座ではスマホの基本操作からLINEの活用まで。画面操作に
戸惑う時は名古屋文理大学の学生ボランティアがサポートに。終
了後、受講者から「受講して良かった。」と喜びの声をいただきま
した。
今回は当センターで開催しましたが、条件が整えばセンター登
録団体が普段活動する場所でも開催することができますので、希
望される団体は当センターまでご相談ください。

■スマートフォン入門講座（1月22日開催）

「賞味期限までに食べ切れそうにない」、「たくさんもらって余っている」など、ご家庭で眠っている余剰
食品があれば、お持ち寄りください。子ども食堂などを通じて、必要としているかたにお届けします。

賞味期限：5月19日以降の食品（お米を除く。）
お米（※古米、玄米、開封済み問わず。）、インスタント
食品、レトルト食品、お菓子、乳幼児食品、缶詰、乾物、
飲料、調味料など

開封済み食品（米・個包装を除く。）、生鮮食品（肉・野
菜・魚）、冷凍・冷蔵食品、アルコール類（調味料を除
く。）など

ご家庭で眠っている
食品はありませんか？ フードドライブにご協力ください！

4月8日（月）～13日（土）、4月15日（月）～19日（金）　8:30～17:00
環境センター（資源対策課）、ボランティアセンター（稲沢東老人福祉センター・
東公民館内）
※4月13日（土）の受付は、ボランティアセンターのみとなります。

●ボランティア活動保険

保険料

保険料

受付窓口

●ボランティア行事用保険
基本プラン250 円～ 500 円、天災プラン400 円～ 800 円

日帰り行事、現地集合行事　1 名 1日あたり30 円～、宿泊行事　1 名あたり222 円～

ボランティアに関する保険の相談や加入手続きの対応を行っています。
ボランティア保険として「ボランティア活動保険」と「ボランティア行事用保険」の2種類を取り扱っ

ています。ボランティアの活動内容に合わせてご加入ください。

ボランティア活動中に、ボランティア自身がケガをした場合の「傷害事故」と、他人にケガをさせてしまった、他
人の物を壊してしまった場合の「賠償事故」を対象とする保険です。ボランティアとしての活動中、またボランティ
ア活動へ向かう途中の事故にも対応します。1度のご加入で、年度末（翌年3月31日）までの活動が補償されます。

市民活動支援センター・ボランティアセンター（本所、西部支所でも対応可）

加入手続 窓口にある「加入申込書」に必要事項を記入していただき、窓口での受付後に指定口座へ
保険料を振り込んでください。

※個人・グループで加入する場合は印鑑持参不要ですが、法人で加入する場合は印鑑が必要ですのでご注意ください。

ボランティアグループやNPO法人などのボランティア活動を行う民間団体が主催者となって行うボランティ
ア活動にかかわる行事について補償する保険です。行事活動中の参加者のケガと主催者の責任を補償します。

※日帰り行事、現地集合行事については、1 行事の参加者人数が 20 名以上から加入可です。

ボランティア活動保険のご案内 ～保険加入で安心してボランティア活動を～

保険の詳細については、愛知県社会福祉協議会WEBサイトからご確認ください。　
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